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四条大宮までの運行となります。
８・２７・２９号系統の四条大宮（終点）のおりばは、
四条大宮交差点南行南詰に変更します。
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鉾曳初の経路変更図

令和８年７月１２日（日）　１３時３０分～１７時００分まで（経路変更予定時間）

関係系統 ： ３ ５ ８ ３１ ３２１１

8 27

8・27・29は

南行南詰に

変更します。

52・55

29

52・55は

南行北詰まで

営業します。

3 46・201
203・207
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南行南詰に、四条堀川（始発）ののりばは、北行南詰に
変更します。
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